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産業財産権法の特許に関連する規定を取り消す法律が公布 
 

年付法律第 号（ビジネス環境法）は、民法典、民事訴訟法典、会社

法、商業代理店法、および産業財産権法への重要な変更をも規定している。これ

らの変更のうち、産業財産権法の第 条の廃止が注目され、これにより、ブ

ラジルにおける医薬品や製薬プロセスに関連する特許の付与に国家衛生監督庁

（ ）の事前の同意が不要となり、その審査がより迅速になる傾向である。

また、この新しい法律により、発明および実用新案のすべての特許の有効期間

は、出願日から起算して、それぞれ 年および 年になる。
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